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目 的

支給対象

受給資格者

支給期間 ０歳～子どもが中学校を卒業するまで
（１５歳の誕生日後の３月３１日まで）

日本国内に居住している中学校卒業まで（１５歳の誕生日後の初めの３
月３１日まで）の児童を養育している方

日本国内に在住している子ども
（留学で海外在住の子どもでも一定条件を満たせば受給可）

児童を養育する家庭の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな
成長に資する。

1

9
6



【公務員】勤務先

【公務員以外】住所地の市町村長

公務員の児童手当

児童手当の支給元

支給月額

支 給 月

原則毎年６・１０・２月
６月：２～５月分

１０月：６～９月分
２月：１０～１月分

３歳未満：15,000円
３歳以上、小学校修了前：10,000円（第３子以降15,000円）
中学生：10,000円

児童手当法で、受給資格者の認定及び児童手当の支給は、公務員
以外の被用者及び被用者等でない者にあっては住所地の市町村長
が、公務員にあっては所属庁の長が行うこととされており、財源
についても、国・自治体（都道府県・市町村）・事業主拠出金で
構成されていることから、各省庁が負担することとなった。

2
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〇受給資格者が「公務員⇒非公務員」や「非公務員⇒公務員」へ変更になると、併せて申請先
も変更になるといった、受給資格者にとって理解しにくい制度となっている。

〇児童手当法第４条第３項の規定により、児童を監護する者のうち所得の多い者が受給資格者
となるため、例えば、夫婦において、一方は公務員、もう一方は個人事業主等の年によって
所得変動が大きい者である場合は、後者の所得変動によって、毎年のように申請先の変更を
伴う受給者変更の手続を行わなければならない事例もある。
また、制度の内容を理解しておらず、変更申請が１５日以上遅れてしまった場合、遡及申請
はできないことから不支給期間が発生する。

具体的な支障事例

3
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〇令和２年度から児童手当の仕組みを活用したコロナ関連の給付金の支給が複数回行われてき
た。
当該給付金は児童手当と異なり公務員も含めて居住地の市町村から支給となったが、公務員
は積極支給の対象とはならず申請が必要となり、各自治体の人事担当部署において、当該者
の児童手当受給証明を発行するなど公務員分の情報把握等に時間や労力がかかり、結果とし
て給付時期が遅れる等の支障も各自治体で生じたと考えられる。

〇原則として、給付金支給対象者（公務員含む）は基準日時点の住所地の市町村に対し、給付
金支給申請を行うが、各市町村においては公務員の児童手当の受給状況を把握していないこ
と、公務員に個別に申請勧奨する手段がないことから、所属長において給付金支給対象にな
り得る職員に対して、児童手当受給状況に係る証明書の交付、公務員用の申請書様式の配布
及び申請勧奨等を行う必要がある。
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〇児童手当法（昭和４６年法律第７３号）第１７条を撤廃し、公務員
の児童手当について、他の受給資格者と同様に、居住地の市町村長
から支給することを求める。

〇申請先が異なることによる申請漏れがなくなり、児童手当の不支
給期間の発生が抑制され、住民サービスの向上につながる。

〇今後、児童手当の仕組みを活用した国の政策等による事務が発生
した場合も、住民は迅速にサービスを受けられ、市町村もスムー
ズに事務を行うことができる。 5
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《管理番号 193》 

認定こども園の認可・認定に関する都道府県の 

事前協議手続きの廃止

令和４年７月１２日

指定都市市長会（浜松市）

1
1
0
1

重点事項７：認定こども園に係る認可・認定の事前協議廃止及び保育関係施設・事業の変更届出事項を条例等の規定で可能とすること等（浜松市）



＜管理番号 193＞ 

提案事項名 認定こども園の認可・認定における都道府県知事との事前協議を廃止すること 

求める措置の具体的内容 政令指定都市の長が行う認定こども園の認可・認定における都道府県知事との事前協議を不要とすることを求める。 

現状 提案内容 

事業者 政令指定都市 都道府県 事業者 政令指定都市 都道府県

①認定こども園の

認可や認定の申請

②認可や認定の事前協議

（認定こども園法第 3条第 7項、

第 17条第 4項） 

④認可・認定

※法に基づく審査基準

（認定こども園法第3条第5項、

第 17 条第 2 項） 

⑤情報提供

（認定こども園法第 3 条第 12 項、

第 18 条第 2 項） 

③了承

①認定こども園の

認可や認定の申請

②認可・認定

※法に基づく審査基準

（認定こども園法第 3 条第 5 項、

第 17 条第 2 項） 

③情報提供

（認定こども園法第 3 条第 12 項、

第 18 条第 2 項） 

※認定こども園法：就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

 課題（支障） 

認可・認定は、 

法に基づく審査

基準が定められ

ており、事前協議

は形式的な手続

きとなっている 

効果 

事前協議の廃止により、効率的な

事務の執行が可能 

2
1
0
2



管理番号１９３
　　資料１
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●法第17条第4項による協議書　別紙様式

1～2歳 0歳

1 天林寺こども園
浜松市中区下池川町
27-1

社会福祉法人真徳会
浜松市中区下池川町
27-1

理事長
伊藤　文元

9 66 42 12 129 幼保連携型認定こども園の設置

2
遊歩の丘みなみプレ
スクール

浜松市南区新橋町
917

学校法人一葉学園
浜松市南区新橋町
923-1

理事長
北村　賢一郎

82 72 42 6 202 幼保連携型認定こども園の設置

3 花園こども園
浜松市中区西伊場町
2334-5

学校法人興福寺学園
浜松市西区篠原町
9376

理事長
大塚　文俊

0 72 36 12 120 幼保連携型認定こども園の設置

4 まつばこども園
浜松市中区上島
一丁目26-14

社会福祉法人松寿会
浜松市中区曳馬
四丁目8-12

理事長
山田　哲弘 0 33 18 9 60 幼保連携型認定こども園の設置

※令和４年４月１日の認可までに、変更する可能性があります

施設の状況

施設名 所在地

施設の目的

計

利用定員(人)

1号認定 2号認定
3号認定Ｎｏ

設置者の状況

設置者の名称
主たる事務所の
所在地

代表者の氏名

4
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（参考情報）

満3歳 3歳 4歳 5歳 小計 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 小計

天林寺こ
ども園

- 3 3 3 9 12 20 22 22 22 22 120 129 053-473-7718 石坂　昌代 1,428.19 627.24 自園調理
7:15～
19：00

遊歩の丘
みなみプ
レスクー
ル

10 24 24 24 82 6 18 24 24 24 24 120 202 053-447-0108 内山　幸惠 1,408.91 925.00 自園調理
7:00～
18：30

花園こど
も園

- - - - 0 12 18 18 24 24 24 120 120 053-488-8755 松本　結衣 1,609.22 874.44 自園調理
7:00～
18：30

まつばこ
ども園

- - - - 0 9 9 9 11 11 11 60 60 053-476-2121 山田　佳敬 865.37 500.58 自園調理
7:00～
18：30

※令和４年４月１日の認可までに、変更する可能性があります

電話番号 園長
延床面積
（㎡）

園庭面積
（㎡）

食事の
提供

平日の
開所時間

区分

歳児別定員（人）

１号 ２・３号
合計

5
1
0
5
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浜松市内の認定こども園の在籍児童数（令和４年４月１日現在）

（単位：施設、人）

市内 市外
（広域利用）

小計 市内 市外
（広域利用）

小計 市内 市外
（広域利用）

小計

a b c d=b+c e f g=e+f h i j=h+i k=i/j

幼保連携型
認定こども園 71 1,364 9 1,373 7,664 5 7,669 9,028 14 9,042 0.15%

保育所型
認定こども園 3 30 0 30 388 0 388 418 0 418 0.00%

合計 74 1,394 9 1,403 8,052 5 8,057 9,446 14 9,460 0.15%

市内・・・浜松市民

市外（広域利用）・・・市外の子どもが、浜松市内の認定こども園を利用している人数

施設数
区分

管理番号１９３

資料２

２・３号（保育所機能）１号（幼稚園機能） 合計
市外（広域
利用）児童
の割合

7
1
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